
 

知北平和公園組合斎場整備事業 

新斎場説明会 

次第 

 

                 日 付 令和７年２月２７・２８日 

                 場 所 知北平和公園組合事務所会議室 

 

 １ あいさつ 

 

 ２ 説明・質疑応答 

⑴ 新斎場供用開始までのスケジュールについて 

視察会、内覧会、供用開始 

⑵ 使用料について 

使用料の窓口支払い方法変更 

   使用料の改正 

⑶ 予約について 

管内優先枠の開始 

予約システムの変更内容 

⑷ 工事中の駐車場について 

⑸ 新斎場の利用について 

⑹ その他 

    寄付受付 

    副葬品に関するお願い 

 

 ３ 参考資料 
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⑴ 新斎場供用開始までのスケジュールについて 

2025 年（令和 7 年）4 月 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 友引 
竣工式 

14：00～ 

4 5 

6 7 8 9 友引 
視察会 

9：30～ 
 12：00 
葬儀業者 

10 11 12 

13 14 15 友引 
内覧会 

9：30～ 
 15：00 
利用者等 

16 17 18 19 

20 
現斎場 
最終日 

21 友引 
 

22 
 

供用開始 

23 24 25 26 

27 友引 28 29 30    

  

「使用料窓口支払い方法」の変更、「管内優先枠」の開始 

「使用料」の改正 
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⑵ 使用料-使用料の窓口支払い方法変更  R7/3/31（月）閉庁後～ 基準日：死亡届提出日 

 

 

斎場利用者 知北組合事務所 

組合構成市町 新知北斎場 

  

 

 

 
)
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⑵ 使用料について-使用料改正（抜粋） 

区分 単位 
金額 

管内 管外 

火

葬 

12 歳以上の者 1 体 
円 

5,000 

円 

70,000 

12 歳未満の者 1 体 4,000 56,000 

死産児 1 体 3,000 42,000 

胞衣・人体の一部 1 件 4,400 13,200 

動物 1 匹 4,400 13,200 

霊安室（保冷庫） 24 時間につき 2,200 6,600 

多目的室 1 時間につき 1,100 3,300 

 備考 

  １ この表において「管内」とは次の各号のいずれかに該当する場合をいい、「管

外」とはそれ以外の場合をいう。 

   ⑴ 死亡者が死亡時に東海市、大府市又は東浦町（以下「組合構成市町」とい

う。）の住民基本台帳法の規定に基づく住民基本台帳（以下、「住民基本台帳」

という。）に記載されていた場合 

   ⑵ 使用者が死亡者の１親等以内の親族であり、住民基本台帳に記載されてい

る場合（ただし、使用者が戸籍法の規定に基づく死亡の届出の届出人である

場合に限る。） 

   ⑶ 死亡者が死亡時に介護保険法の規定に基づく住所地特例対象施設に入所又

は入居していた者であって、組合構成市町の介護保険の被保険者であった場

合 

  ３ 利用時間がこの表に定める単位未満のとき又はその時間に単位未満の端数が

あるときは、１単位として計算するものとする。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月２２日から施行する。 

２ 改正後の知北平和公園組合斎場条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条

例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 

(1)死亡者の条件          →火葬許可証の死亡者の住所 

(2)使用者の条件          →火葬許可証の届出人の住所・続柄 

(3)住宅地特例対象施設の入所の条件 →介護保険証のコピー（火葬当日提出） 
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⑶ 予約について-管内優先枠の開始 

 管内優先枠とは管内使用料で火葬する方が優先して予約できる枠とします。 

 ４月１日からすべての予約枠を管内優先枠にします。 

 新斎場（４月２２日以降）では、１日最大１８件の火葬を予定しており、そのうち

１４件を管内優先枠とし、残り４件を共通枠とします。 

 予約システム改修のため、一時的に予約ができなくなったり、3 月下旬から 4 月下旬

まで予約システムの業者登録ができない可能性があります。 

 予約可能時間（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考：新斎場予約枠（案）】 

管内優先枠 共通枠 

9：30 

10：00 

10：30 

11：00 

11：30 

12：00 

12：30 

13：00 

13：30 

14：00 

14：30 

 

 

 

11：00 

 

12：00 

 

 

 

14：00 

 

 

 

10：30 

 

11：30 

 

 

 

13：30 

 

14：30 

  ※新斎場では、普通炉・大型炉・小型炉の区分はありません。 

   最大棺寸法 ⾧さ２１０ｃｍ×幅７０ｃｍ×高さ６５ｃｍ 

 

 区分 -5 日 -4 日 -3 日 -2 日 -1 日 0 日 

管内 

優先枠 

管内      

火
葬
日 

管外    
  

共通枠 
管内      

管外      

16：00 16：00 
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⑶ 予約について-予約システムの変更内容 

トップページ 
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火葬予約入力完了処理（４月１日から） 

→火葬前日の２３時５９分までに行ってください。 

 

処理が完了したら［入力済］と表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約システムの仕様の都合上、3 月 24 日から『入力を完了する』のチ

ェックボックスが表示されますが、死亡届提出日が 3 月 31 日の開庁時間

以前の場合はチェックして頂く必要はございません。 

死亡届提出日が 3 月 31 日の閉庁時間以降はチェックをお願いいたしま

す。 
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⑷ 工事中の駐車場について（変更した場合はホームぺージに掲載します。） 

 全体図 

 工事中の駐車場計画図①（新斎場建設中） 

 

  

送迎マイクロバス４台 
参列者駐車場７台 

葬儀業者・斎場スタッフ駐車場１３台 

徒歩移動 

工事 
事務所 

斎場入口 

霊園入口 

新斎場 

工事区域 

（建設） 
斎場入口 

待合入口 

参列者の動線 

動物火葬入口 

参列者駐車場 

令和 7年 4 月 20 日まで 
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 工事中の駐車場計画図②（現斎場解体中（前期）） 

 工事中の駐車場計画図③（現斎場解体中（後期）） 

斎場入口 斎場入口 

斎場入口 
搬入口 

現斎場 

工事区域 

（解体） 

動物火葬入口 

新斎場 

参列者駐車場 

27 

斎場入口 斎場入口 

斎場入口 
搬入口 

動物火葬入口 

現斎場 

工事区域 

（解体） 

新斎場 

令和 7 年 4 月 22 日（新斎場供用開始）から 令和 7年 8月頃まで 

令和 7年 8 月頃から 
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⑸ 新斎場の利用について 

１階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

葬儀スタッフが一時的に 
待機できるスペース（1.8ｍ
×2.7ｍ）です。 
申請があれば、葬儀事業者
が共同で、ロッカー、机、
椅子等を設置することもで
きます。 

火葬料の支払い 
斎場使用許可証発行 

火葬前の最後のお別れ及び収骨を
おこなう部屋。（線香・ロウソク・
焼香は用意しません。） 

受付 

火葬炉 
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共通事項 

 火葬予約時間の 15 分前～予約時間までに到着をお願いいたします。 

 ご遺体は必ず納棺された状態で来場ください。 

 火葬場到着後、斎場職員に「火葬許可証」と「知北斎場使用許可申請書」を渡

してください。「火葬許可証」の内容を確認後、霊柩車から柩の搬出を行いま

す。 

 最後のお別れの前に、事務室受付にて「知北斎場使用許可証」の受領と、火葬

料の支払いをしてください。 

 火葬開始から収骨終了までの標準所要時間は、1 時間 30 分です。 

 敷地内は禁煙です。 

 

お別れ室（最後のお別れ・収骨） 

 火葬前の最後のお別れの時間は、10 分以内としてください。 

 線香・ろうそく・焼香は、火災防止のため用意していません。必要な場合は、

ご遺族様・葬儀業者様で対応してください。なお、葬儀業者様の備品を常に存

置させることはできません。（都度、設置・撤去してください。） 

 最後のお別れ（読経、玉串、献花等）を 10 分以上行う場合は、多目的室を予約

のうえ、ご利用ください。 

 

多目的室 

 火葬予約と同時に予約（有料）することができます。（多目的室のみの予約は

できません。） 

 利用可能時間は 9:00～17:00、予約可能単位は 1 時間です。 

 想定利用方法：10 分以上の最後のお別れ、直葬の場合などにおける柩への献花、 

       直葬の場合などにおける会葬者様の集合・待機場所 

 通夜、葬儀を行うことはできません。 

 納棺作業はできません。 

 線香、ろうそく、焼香等の火気は使用できません。 

 部屋の前を他のご会葬者様が通過しますので、マイクの使用や聖歌の合唱、大

声での会話等はご遠慮ください。 

 水分補給は可能ですが、食事（菓子含む）や飲酒はできません。 

 備品（⾧机：4 台、椅子：12 脚）は利用できます。 

 他の利用者への迷惑行為を確認した場合、斎場からの退去を命じることがあり

ます。 
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ラウンジ（２階） 

 水分補給は可能ですが、食事（菓子含む）や飲酒はできません。食事は待合室

でお願いいたします。 

 

待合室（２階） 

 火葬に伴い、１部屋無料で利用できます。 

 飲食は可能です。待合室以外での食事（菓子含む）はできません。 

 茶葉、急須、お湯の入ったポット、湯呑は各待合室に用意いたします。給茶は

ご利用者様でお願いいたします。 

 火葬場内での食事の販売はございませんので、ご利用者様でご用意ください。 

飲物の自動販売機は設置します。 

 飲食に伴い発生したごみはお持ち帰りください。 

 

サービスルーム 

 おむつ替えベッド、ミニキッチン、授乳室、更衣室があります。 

 粉ミルク用のお湯は、待合管理室の斎場職員にお申し付けください。 

 おむつは備え付けの専用のごみ箱に捨てることができます。 
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⑹ その他－ 寄付受付 

 現在、新斎場で使用する車いす（下記）などの寄付を受付しています。 
 寄付をいただいた場合は、寄付事業者がわかるように車いすに表示をさ
せて頂きます。 
 なお、寄付事業者が複数又は共同であれば、すべての車いすにすべての
寄付事業者名の表示させて頂きます。  
  

 

A 社 

B 社 

C 社 

幅 400 

ネット価格 5 万円前後

施設デザイン上 
色はグレー 柄は無し 

でお願いします。 
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⑹ その他－副葬品に関するお願い 

故人の愛用品や思い出の品であっても、柩の中に入れるものによっては、火葬時間

が⾧くなったり大気汚染ガスの発生の他、破裂してご遺体を損傷させたり、溶けたも

のがお骨に付着して収骨が困難になるなど火葬に支障をきたします。 

柩の中に入れる副葬品は、お花、数枚の手紙・写真程度にしていただきますようお

願いします。 

また、葬儀業者様には、ご遺族等に説明、出棺前に柩の中をご確認していただきま

すようご協力お願いします。 

 

柩の中に入れてはいけないもの 

種 別 具 体 例 

缶や爆発のおそれ

があるもの 
スプレー缶、ガスライター、乾電池、消毒液、缶・缶詰等 

ガラス製品 

金属等 

ビン、メガネ、腕時計、鏡、電子機器、携帯電話、 

貴金属類、硬貨等 

プラスチック製品 

ゴム製品等 
かばん、靴、財布、人形、おもちゃ、化粧品等 

果物や飲料など 

水分の多いもの 
メロン、スイカ、飲料等 

大量の紙類 

毛布や綿の寝具等 
書籍、アルバム、御朱印帳、毛布、ふとん、着物等 

その他 保冷剤、カーボン製品、ドライアイス等 
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１.新斎場の概要について 

 

 (1) 事業の目的 

知北斎場は、東海市、大府市及び東浦町の火葬需要に対応するため、２市１町

によって構成された知北平和公園組合が都市計画施設として建設し、昭和５７年

４月に供用開始しました。 

建設後４０年以上が経過し施設の老朽化が進むとともに、機能やスペース等の

面において利用者からのニーズに応えられなくなってきています。また、高齢化

の進行に伴い火葬件数の増加が見込まれるため、将来の火葬需要に対して安定的

に応えることが困難な状況が予測されています。 

これらの課題への対応を目的として、現斎場の敷地内において建て替えを行う

こととしました。 

 

 (2) 整備方針 
 
   ➊ 最後のお別れの場としてふさわしく、遺族等のプライバシーが確保された施設   

かけがえのない故人との最後のお別れの場として、格調高く荘厳な雰囲気を持

ちつつ、やすらぎや明るさも感じられる施設づくりを進めます。 

また、一連の葬送行為を個別性の高い空間で行えるよう、遺族や会葬者の動 線

や諸室の配置等に配慮し、プライバシーが確保された施設づくりを進めます。 
 

 ➋ 将来の火葬需要や葬儀ニーズの変化に対応可能な施設  

今後も増加していく火葬需要や、家族葬・直葬の増加などの葬儀ニーズの変 化

に柔軟に対応できる規模・機能を備えた施設づくりを進めます。 
 
 ➌ 人にやさしく、誰もが利用しやすい施設  

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、誰もが分かりやすく安全かつ快 適

に利用できる施設づくりを進めます。 

 

 ➍ 環境にやさしく、災害時に備えた施設  

環境にやさしい設備・機器を導入するとともに、緑あふれる周辺環境との調 和

が図られた美しい施設づくりを進めます。 

また、地震などの災害時に備えた施設づくりを進めます。 

 

 

参考資料-1 
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 (3) 全体スケジュール 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

            

 

 (4) 事業者 

項 目 企 業 名 

建設企業（代表企業） 株式会社熊谷組 名古屋支店 

設計企業 株式会社石本建築事務所 名古屋オフィス 

火葬炉企業 富士建設工業株式会社 

建設企業 シンセイ建設株式会社 

建設企業 株式会社中村土木建設 

 

(5) 施設概要 

項 目 新斎場 現斎場 

構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 鉄筋コンクリート造 

階 数 ２階 １階（一部２階） 

建築面積 2,145 ㎡（約 1.2 倍） 1,762.82 ㎡ 

延床面積 3,197 ㎡（約 1.7 倍） 1,867.09 ㎡ 

駐

車

場 

乗用車用 60 台 65 台 

障がい者用 2 台 1 台 

動物火葬用 3 台 2 台 

マイクロバス用 5 台 3 台 

業務従事者用 13 台 － 

合 計 83 台 71 台 

エレベーター 3 か所（24 人乗） － 

 

設計 建設 

解体 

外構 

供用開始 新斎場説明会 

工事中の駐車場計画図① （前期）② （後期）③ 

予約システム運用 

● 
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(6) 施設構成 

 ア 火葬部門（１階） 

項目 新斎場 現斎場 

火
葬
炉 

人体炉 9 基（将来 10 基） 8 基（うち 1 基は小型炉） 

動物炉 2 基 2 基 

斎場入口 ３か所 1 か所 

搬入口 1 か所 － 

エントランスホール 1 か所 － 

お別れ室 5 室（定員 24 人） 告別室 2 室、収骨室 2 室 

告別室 －※1 2 室※1 

多目的室 1 室 － 

霊安室 1 室（遺体保冷庫 1 台） 1 室（遺体保冷庫 1 台） 

動物火葬受付 1 室 1 室 

 

イ 待合部門（２階） 

項目 新斎場 現斎場 

待合室 10 室（定員 24 人） 6 室 

ラウンジ 1 か所（定員 54 人） 1 か所  

キッズルーム 1 室 － 

サービスルーム※ 1 室 － 

自動販売機コーナー 1 か所 1 か所 

待合管理室 1 室 1 室  

  ※ 授乳室、更衣室、おむつ替スペース等 
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(7) 計画図 

イメージ図 

外観 

 

 

 

 

 

 

 

      内観 

 

 

 

 

 

 

 

斎場配置図 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 



 

18 

 

参考資料-2 

知北斎場が新しくなります 
～最後のお別れの場として～ 

 

新・知北斎場の竣工式・視察会・内覧会を開催します。 
 

■日時・参加者 

 竣工式   ：令和７年４月 ３日（木）午後２時～午後３時 

         組合、来賓、事業者等 

 関係者視察会：令和７年４月 ９日（水）午前９時３０分～正午 

         葬儀事業者等 

 利用者内覧会：令和７年４月１５日（火）午前９時３０分～午後３時 

         利用者等（主に東海市、大府市、東浦町にお住まいの方） 

 供用開始  ：令和７年４月２２日（火） 

■場所 

 知北斎場 大府市桜木町五丁目１１３番地 

 ※駐車台数に限りがあるため、駐車するまで時間がかかる場合があります。 

■内容 

 現知北斎場は昭和５７年に利用開始され、建設後４２年を経過し施設の老朽化が進

むとともに、火葬件数の増加により、現在の火葬炉数では将来の火葬需要を満たすこ

とが困難となったため、現知北斎場を建て替えることになりました。 

 そのため、約１０年前から知北斎場の再整備の準備を始め、令和４年度から設計・

建設を行い、現在は新知北斎場の建物が完成し試運転などを行っています。 

 今回、新知北斎場の建物や火葬炉などについて、プライバシーの確保や葬儀ニーズ

の変化へ対応できる施設としての特徴や、人や環境にやさしく誰もが利用しやすい設

備についての機能を知っていただくため、竣工式等を開催します。 

 なお、２階ラウンジで知北霊園の合葬墓地のイメージ図等の展示も予定しています。 

知北平和公園組合：「知北火葬場」と「知北霊園」の事務を共同で処理するため、東海

市、大府市、東浦町で組織された組合 
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参考資料-3 

合葬墓地の設計をしています 
～利用者ニーズを取り入れた、魅力的な合葬墓地～ 

 

合葬墓地の整備を進めています。 

スケジュール：令和６・７年度設計、令和８年度工事、令和９年度利用開始 
 

 近年、個人での管理や承継が不要な合葬墓地（樹木墓、永代墓とも呼ばれる。）に関する問

い合わせが増加したため、令和５年度にアンケート調査を行ったところ、多くの方か

ら合葬墓地の整備に対し前向きな意見を頂いただきました。そのため、アンケート結

果などをもとに、利用者ニーズや整備内容を取りまとめた「知北霊園 合葬墓地 整備方

針」を策定しました。 

 令和６年度には、魅力的な合葬墓地を整備するためにデザインプロポーザルを実施

したところ、８グループから提案書が提出され、最優秀提案者として京都を拠点とす

る建築デザイン事務所「キノアーキテクツ」と、愛知を拠点とする景観デザイン事務

所「エスエフジー・ランドスケープアーキテクツ」が構成員となるグループが選定さ

れました。 

 現在は、利用者ニーズを反映し、知北霊園内の敷地に２種類の納骨方法（合同埋蔵、個

別収蔵）が選択できて、豊かな緑に囲まれた和風建物の室内から心穏やかに参拝ができ

る合葬墓地となるよう、設計を進めているところです。 

 今後は、令和８年度に整備工事を行い、令和９年度には利用開始ができるよう予定

しております。 

 使用料や申込開始日など、詳細が決まりましたら順次公表します。 

 なお、新知北斎場の内覧会（令和７年４月１５日（火）午前９時３０分～午後３時、

場所：新知北斎場）で合葬墓地のイメージ図等の展示を予定しております。 

知北平和公園組合：「知北火葬場」と「知北霊園」の事務を共同で処理するため、東海

市、大府市、東浦町で組織された組合 


